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令和３年度 川西町地域包括支援センター事業計画書

基本方針

川西町地域包括支援センター（以下「センター」という。）は、地域の高齢者の心身の健康保持

及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の保健医療の向上及び福祉の増進を

包括的に支援することを目的とし、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよ

う、地域において継続的・包括的に支援を行うため、以下の内容について、重点的に取り組みま

す。

1.包括的支援事業

（１）総合相談

地域の高齢者の総合相談窓口であり、高齢者の心身の状況や生活の実態、ニーズを把握し、適

切な保健・医療・福祉サービス等に関する情報提供や関係機関との連絡調整などを行い、ネット

ワーク構築とともに総合的な支援を行います。

【取り組み内容】

①相談内容の実態把握

多様な相談に対し、高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行い、抱える問

題やニーズの早期発見、早期対応に努めます。また、相談内容を積み重ね、分析し、課題把握

に努めます。

②地域住民への普及啓発

相談窓口の周知を図り、センターの利用促進及び住民が必要とする情報提供を行います。

③地域の関係者会議、地域活動等への参加を通じたアウトリーチ

民生児童委員をはじめとする地域住民の会合やサロン等の地域活動、地域密着型サービス事

業所運営推進会議等の参加など、積極的にアウトリーチを行い、地域の関係者等との連携強化

と支援を必要とする高齢者のニーズ把握に努めます。

（２）権利擁護

地域住民や民生児童委員、介護支援専門員等の支援だけでは生活が困難な状況にある高齢者

が、地域において安心して尊厳ある生活ができるよう、専門的な視点から支援を行います。

【取り組み内容】

①権利擁護の普及啓発

・権利擁護の普及啓発に資する講座等の開催：高齢者虐待防止、成年後見制度、消費者被害防

止等の普及啓発を目的とした出前講座や講演会等を実施します。

②高齢者虐待への対応

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、当該高齢者

の状況を把握し、川西町長寿介護課とセンターが連携して、「個別ケース検討会議（方針決定会

議）」を開催し、必要な対応の協議、具体的な支援を進めていく上での情報共有、支援方針、役

割分担の共通認識を図り、適切な支援を行います。

・虐待対応連絡会：虐待ケースについての情報共有と支援状況や対応のあり方、今後の支援の
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方向性を検討します。

・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会への参加（年１回）：地域住民及び関係機関との連携

強化を図り、虐待に関する課題を検討し、解決に向けた体制整備を行います。

・継続支援ケース進捗会議（年１回）：虐待終結後の継続支援の状況、困難事例の継続支援等、

総合相談支援の継続の必要性や方向性について、振り返りを行うとともに今後の対応を検討

します。

③成年後見制度の活用

認知症や精神上の障害などで判断能力の低下がみられる方で、財産管理や身上監護等の支援

が必要な場合、本人やその家族に対して、成年後見制度の紹介や情報提供等、申し立ての支援

を行います。

本人に契約が可能程度の判断能力はあるが、日常生活の金銭や郵便物等の確認が必要な場

合、本人やその家族に対して、日常生活自立支援事業の紹介や情報提供等を行い、この事業を

実施している社会福祉協議会と連携し、利用の支援を行います。

・成年後見制度説明会（年１回）：地域住民に広く成年後見制度についての理解が得られるよう

に説明会を開催します。

④消費者被害の防止

消費生活センターと連携し、消費者被害の情報把握を行い、情報伝達と適切な対応により被

害を未然に防ぐよう支援するとともに、被害の回復のために関係機関との連携を図ります。

【実績と実施目標】

*川西町第 8次高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画及び川西町第９次高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画

（３）包括的・継続的ケアマネジメント

高齢者や家族が課題に応じた社会資源を適切に活用できるように、包括的及び継続的支援を行

うため、介護支援専門員への支援や多職種協働によるネットワーク構築を進めていきます。

【取り組み内容】

①介護支援専門員への支援

個々の介護支援専門員からの相談に対応し、助言等を行います。

・町内ケアマネジャー研修会の実施（年２回）：主に町民を担当する介護支援専門員を対象に意

見交換会や情報提供の場を企画・開催し、制度の理解や専門性の向上を図ります。

②多様なネットワークの構築

センター職員が民生児童委員協議会へ参加し、民生児童委員と介護支援専門員との連携が図

れるよう取り組みを進めていきます。

2019 年度

（H31 年度）

2020 年度

（R2年度）

2021 年度

（R3 年度）

2022 年度

（R4 年度）

高齢者虐待防止ネットワ

ーク運営委員会への参加

目標* １回 １回 １回 １回

実績 １回 １回

継続支援ケース進捗会議

開催回数

目標 １回 １回 １回 １回

実績 １回 １回

成年後見制度説明会

開催回数

目標* １回 １回 １回 １回

実績 １回 ０回
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（４）地域ケア会議の充実

地域ケア会議は、個別の高齢者に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に

推進するため、多職種協働のもとフォーマル及びインフォーマルな社会資源を積極的に活用し、

個別ケースの支援内容の検討を行い、関係者の課題解決能力の向上や地域包括ケアシステムの構

築に向けた体制の整備を行います。

【取り組み内容】

・地域ケア個別会議（年４回以上）：個別課題の解決や介護支援専門員のケアマネジメント力の

向上、支援体制構築などに向けた支援を行います。

・地域ケア推進会議（年１回以上）：個別事例の検討から地域課題を抽出し、地域住民や関係機

関と共有します。地域に必要な社会資源や取組を明らかにし、地域づくりや資源開発、政策

形成を目指した取り組みを行います。

・自立支援型地域ケア会議（年２回）：要支援者等の自立と生活の質の向上に向け、介護支援専

門員がケアマネジメント力を高め、自立支援ケアプラン作成につなげることを目的に、多職

種による自立支援に資する地域ケア会議を実施していきます。

【実績と実施目標】

*川西町第 8次高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画及び川西町第９次高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画

（５）認知症施策の推進

認知症になっても、住み慣れた地域で暮らせるよう、認知症の容態に応じ、「認知症地域支援推

進員」と「認知症初期集中支援チーム」を中核として、必要な医療・介護サービス機関等と連携

し支援を行うとともに、認知症ケアの向上を図るための取り組みを進めます。

【取り組み内容】

・認知症カフェ（月１回）：地域で認知症の人を支えるため、認知症や介護でお悩みの方、認知

症の方やその家族、専門職等、誰もが気軽に集い相談できる場として開催していましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年度中止となり、今年度もボランティアと相談の

上検討していく予定です。

・認知症初期集中支援チーム：認知症の疑われる方や認知症の方及びその家族を訪問し、初期

の支援を包括的・集中的に専門職が連携し、早期診断・早期対応につなげられるように相談

支援を行います。

・認知症初期集中支援チーム検討委員会への参加（年１回）：認知症初期集中支援チームの評

価、検討を行います。

・認知症サポーター養成講座（年１回以上）：認知症に対する正しい知識を深め、地域での見守

り体制の構築を目指します。

2019 年度

（H31 年度）

2020 年度

（R2年度）

2021 年度

（R3 年度）

2022 年度

（R4 年度）

地域ケア個別会議

開催回数

目標* ７回 ７回 ７回 ８回

実績 ８回 ６回

地域ケア推進会議

開催回数

目標* １回 １回 １回 １回

実績 ０回 １回

自立支援型地域ケア会議

開催回数

目標* ５回 ４回 ６回 １２回

実績 ０回 ０回
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・認知症地域支援推進員：医療・介護事業所や関係機関等と連携し、認知症の方やその家族へ

の支援体制を構築していきます。

・認知症ケアパスの見直し：認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービス提供等を記載し

た「認知症ケアパス」について、地域の実情や様々なニーズに即して見直しを行い、普及啓

発を図ります。

・認知症に関する講演会の開催（年１回）：認知症に対する正しい理解を広めていきます。

【実績と実施目標】

*川西町第 8次高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画及び川西町第９次高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画

※1 4月にボランティアミーティングを実施し、5月以降は毎月開催。

※2 8月台風のため、2・3月コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

※3 コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

（６）在宅医療・介護連携の推進

地域の医療・介護関係者による会議や研修会等を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提

供する体制の構築を目指します。川西町だけでなく、広域での取り組みに積極的に関与し、ネッ

トワーク構築を進めます。

【取り組み内容】

・住民への普及啓発：在宅医療介護についての知識や理解が深まるよう出前講座を行います。

・都道府県医療介護連携調整実証事業（中和保健所主催）：東和医療圏域における入退院ルール

の運用について検証し、医療・介護等多職種による連携体制の構築に取り組んでいきます。

・国保中央病院圏域在宅医療・介護連携の推進：関係専門職向けの相談窓口として、国保中央

病院地域支援センター内に「在宅医療支援相談窓口」を設置し、新規の相談についてはセン

ターを通じて対応が可能となっています。

【実績と実施目標】

*川西町第 8次高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画及び川西町第９次高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画

2019 年度

（H31 年度）

2020 年度

（R2 年度）

2021 年度

（R3 年度）

2022 年度

（R4年度）

認知症カフェ

開催回数（※１参照）

目標* １１回 １１回 １１回 １１回

実績 ※2 ８回 ※3 ０回

認知症サポーター養成講座

開催回数

目標* ３回 ３回 ４回 ４回

実績 ２回 ２回

認知症キッズサポーター養成

講座 開催回数

目標* １回 ０回 １回 １回

実績 １回 １回

認知症に関する講演会の開催
目標* - - １回 １回

実績 - -

2019 年度

（H31 年度）

2020 年度

（R2 年度）

2021 度

(R3 年度)

2022 度

(R4 年度)

在宅医療出前講座

開催回数

目標* ２回 ３回 ２回 ３回

実績 1回 ０回
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２.介護予防の推進

（１）介護予防事業

高齢者の誰もが継続して介護予防の体操等に取り組むことができる住民主体の通いの場を充実

します。通いの場は単に体操等だけでなく、人と人とのつながりや楽しみ・生きがいなどの役割

を持って生活できるよう社会参加を促し、地域づくりを推進していきます。

【取り組み内容】

①対象者の把握

地域において、支援を要する方を早期に把握し、介護予防活動等につなげるための支援を行

います。

②介護予防の普及啓発

・短期集中運動教室（出前型）：５人以上を対象として、週１回、３ヶ月間公民館等で運動に取

り組む教室を実施します。

・いきいき百歳体操（出前型）：３人以上かつ２世帯以上を対象として説明会を開催し、週１

回、自宅等でのいきいき百歳体操の実施を支援します。

・自主体操グループ支援プログラム：自主体操グループ立ち上げの支援やいきいき百歳体操等

の紹介・説明、専門職による講座と運動教室（3回）「いきいき元気教室」など、介護予防に

資する取り組みが住民主体で継続的に実施されるよう、講座の開催や支援協力を行います。

・介護予防推進を目的とした出前講座：公民館等へ出向き、介護予防講座を実施します。

・すこやか生き活き講座：週１回、年度後期の６ヶ月間川西文化会館で転倒予防と脳の健康教

室を実施します。

③地域における介護予防活動の支援（地域リハビリテーション活動支援事業）

介護予防の活動やいきいき百歳体操等を住民が主体的に継続して取り組むことができるよ

う、リハビリ専門職と協働し、活動を支援します。

④生活支援コーディネーターと連携した地域資源の把握

生活支援コーディネーターと連携協働し、知識資源の情報を共有し、地域とのネットワーク

構築及び介護予防・日常生活支援の充実につなげます。

【実績と実施目標】

2019 年度

（H31 年度）

2020 年度

（R2 年度）

2021 年度

（R3 年度）

2022 年度

（R4 年度）

短期集中運動教室

受講団体数

目標* ７団体 ６団体 ３団体 ３団体

実績 ３団体 １団体

2019 年度

（H31 年度）

2020 年度

（R2 年度）

2021 年度

（R3 年度）

自主体操グループ

団体数

目標* ８団体 １４団体 １４団体 １４団体

実績 １３団体 １３団体

自主体操グループ

支援プログラム

利用団体数

目標* ８団体 １４団体 １４団体 １４団体

実績 13 団体 ９団体
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*川西町第 8次高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画及び川西町第９次高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画

３．指定介護予防支援事業・介護予防ケアマネジメント事業

要支援者等が、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、介護予防サービスや介護予

防・日常生活支援を包括的かつ効果的に提供されるよう、介護予防ケアプランを作成し必要な支

援を行います。

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント等：要支援１・２の認定者及び事業対象者のうち、

介護予防サービス等の利用を希望する高齢者に、生活機能の状況や課題に即した介護予防ケア

プランを作成します。

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント等の一部業務委託：介護予防支援・介護予防ケアマ

ネジメント等の業務について、センターが指定居宅介護支援事業に一部委託できます。業務を

一部委託した場合は、公正中立性を確保し、ニーズに即した適切な自立支援に資するケアマネ

ジメントが行われるよう、介護予防ケアプラン、支援評価、支援経過記録等の確認を行い、委

託事業所に対して必要に応じた助言や指導を行います。

出前講座実施回数

開催回数

目標 ８回 ９回 １０回 １０回

実績 ６回 ０回

すこやか生き活き講座

開催回数

目標* ２４回 ２４回 ２４回 ２４回

実績 ２４回 ０回

地域リハビリテーション

活動支援事業実施回数

目標* ３回 ９回 １２回 １２回

実績 ３回 ２回


